


                                    

工 事 名 ： 道路改築工事（阿久根高尾野道路R7-14工区）

路 線 名 ：

工事場所：
                                    

 ⑴ 土木工事共通仕様書        （鹿児島県土木部・令和７年10月）

 ⑵ 土木工事施工管理基準       （鹿児島県土木部・令和７年10月)

 ⑶ 土木請負工事必携         （鹿児島県HP掲載内容・契約時点)

 ⑷ 工事関係書類の様式の統一化    （鹿児島県土木部長通知）

 ⑸ 道路事業の手引きなどの各主務課で発行したもの （鹿児島県土木部長）

 ⑹ その他関係法令規則等

 

特記仕様書

第３条 その他

示により，現地を調査，確認し，その結果を監督職員に報告することとしてい

る。

国道504号

出水市高尾野町下高尾野地内

 本工事は本特記仕様書，契約書，設計図書によることとし，特に定めのない
事項については，下記のとおりによるものである。

 なお，これらに記載されていない事項で疑義が生じた場合は，監督職員と協議
し，かつその指示に従うこと。

第１条 準拠図書

第２条 施工条件明示
（阿久根高尾野道路安全推進協議会）

 本工事は，地域高規格道路・阿久根高尾野道路の工事となるため，工事契約後には

阿久根高尾野道路安全推進協議会へ入会すること。協議会では，関連工事との調整を

図るとともに，阿久根高尾野道路全体としての安全管理・地元対策に努めること。

（施工管理）

 本工事は，工事現場における施工管理業務を（公財）鹿児島県建設技術セン

ターに委託を行う予定である。

 １．施工管理担当技術者は，施工管理業務のみを実施するものであり，本工事

における指示等の権限を有しない。ただし，一般的なものについて監督職員の指


















